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壱岐市農業委員会定例会（令和５年１０月） 

議 事 録 

 

１．開催日時    令和５年１０月２５日（水） 午前９時 

２．開催場所    壱岐市役所石田庁舎 ２階 第４会議室 

３．出席委員    ・・・・ 農業委員会長 外   農業委員 １７名 

４．欠席委員    ・番・・委員 

５．事務局職員   事務局長 ・・・・ 事務局長補佐 ・・・・ 主事 ・・・・・ 

６．議事日程 

第１．議事録署名委員の指名 ・・番 ・・委員 ・・番 ・・委員 

第２．議案第４３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４４号 壱岐農業振興地域整備計画変更(除外)について 

     第３．議案第４５号 令和５年度農用地利用集積計画の承認について 

    (追加議案) 

     第４．議案第４６号 農地中間管理事業における農用地利用集積計画の決定に 

ついて 

     第５．議案第４７号 農地中間管理事業における農用地利用集積計画一括方式 

転貸契約に関する意見について 

７．その他 

事務局  皆さん改めましておはようございます。 

ご案内の時間前ではありますが、只今より令和５年１０月の農業委員会の総会 

    を開会致します。 

本日は、・番・・委員さんから欠席の届け出がでております。 

本日の出席委員は・・名中・・名で過半数を超えておりますので、総会は成立 

を致しております。 

 それから、本日の議案について追加が２件ありますので、後ほどご説明します。 

それでは、総会日程２の「会長挨拶」を・・会長にお願い致しまして、引き続 

    き議事の進行をお願い致します。 

会 長  【会長挨拶】 

議 長  それでは、これより議事に入ります。 

まず、議事日程第１の議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。「壱岐市 

    農業委員会会議規則第１８条第２項」に規定する議事録署名人ですが、議長より 

指名させていただいてよろしいでしょうか。【はいの声あり】 

  それでは、本日の議事録署名人は、・・番・・委員、・・番・・委員にお願い 

    したいと思います。よろしくお願いします。なお、本日の会議書記には事務局、 

    ・・主事を指名します。 
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それでは、議事日程第２の議案第４３号の「農地法第３条の規定による許可申 

請について」を議題といたします。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局  はい、１頁をお願い致します。議案第４３号「農地法第３条の規定による許可 

申請について」農地の所有権移転につき、次のとおり許可申請が提出されたので、 

審議のうえ決定の要がある。 

所有権移転の案件が５件あがっております。受け手は、個人及び農地所有適格 

法人要件を満たす法人であり農地所有適格法人以外の法人ではないので、適用は 

ありません。 

また、農地を譲り渡すことを目的とするもので、信託の引受け、信託事業によ 

る取得ではないので、「信託要件」の適用もありません。 

それから、４件が贈与、１件売買ですので、又貸し、「転貸禁止要件」にも当た 

りません。 

従いまして、「全部効率利用要件」、取得しようとする者が、農地全てを効率的 

    に耕作すると認められること、この判断は、農機具が揃っているか、労働力が確 

    保されているか、技術、農作業暦などで行ないます。 

「農作業常時従事要件」、取得側が年間１５０日以上従事していること。 

「地域との調和要件」、農地の取得によって地域の農業形態に支障が出ないかと、 

いうような３つの内容を審議して頂くことになります。 

３８番 土地の所在 

 郷ノ浦町片原触 字黒田 ・・・・番・ 地目 畑 面積  １７３㎡ 

同じく         ・・・・番・ 地目 畑 面積  ９６６㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は 田が８３８３㎡、畑が３４２６０㎡、計４２６４３です。 

申請理由 

譲渡人 高齢で管理できないため、現耕作者である譲受人に売却する。 

譲受人 買い受け、農業経営に専念する、ということです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は、オリーブの栽培です。 

農機具は、ユンボ、乗用草刈機、運搬車を所有されてあります。 

構成員は、世帯員と常時雇用者合わせて６名、臨時雇用者が４名で農作業に従 

事してあります。 

通作距離については、０．５ｋｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、農地所有適格法人であります。 

「地域との調和要件」ですが、オリーブの作付けありますので、周辺への影響 

はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。１０月１９日に・・委員さんと譲受人の・・・・・代表取締 

役との立会いの下、現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終 
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わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議長   はい、・番 ・・委員。 

・・委員  皆さんおはようございます。地区担当の・・です。事務局の説明通り、１９ 

日に事務局と・・・・・・・の社長であります・・さんの立会いのもと現地確 

認を行いました。当該農地にオリーブを作付る計画だということです。 

何ら問題はないかと思いますが、皆さんのご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第４３号３８番は決定します。 

続きまして、３９番の説明を求めます。 

事務局  はい、１頁をお願い致します。 

３９番 土地の所在 

 勝本町布気触 字水口 ・・・番・ 地目 田   面積  ５７１㎡ 

同じく        ・・・番・ 地目 田   面積 １０１２㎡ 

同じく        ・・・番・ 地目 田   面積 １３７３㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田が１１５６１㎡、畑が６８５５㎡、計１８４１６㎡です。 

申請理由 

譲渡人 島外在住で管理ができないため、譲受人へ贈与する。 

譲受人 譲渡人の要望により受贈し耕作する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況については、水稲、路地野菜の 

    作付けです。 

農機具は、軽トラック、軽バン、ハーベスタ、バインダーを所有されてありま 

す。農作業歴は本人が６０年で妻子が３０年ずつです。通作距離については５０ 

０ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、飼料等を作付る計画でありますので、周辺へ 

の影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。１０月１９日に豊増委員さんと譲受人との立会いの下、現地 

確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議長   はい、・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。地区担当の・・です。事務局の説明の通り、１０ 

月１９日に・さんと事務局と現地確認を致しました。 
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譲渡人の・さんは、市外でお医者さんをされておりますので、もうこちらに帰 
ってくることはないということでした。それで自己所有の農地を現在耕作してい 
る譲受人の・さんに無償で譲渡するということでした。・さんは、今大豆を作っ 
てありました。一回は水を通さなきゃいけないので、来年は米を作ろうかなと言 
われておりました。 

何ら問題はないかと思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 
議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】ご異議がないようですので、議案第４３号３９番は決定します。 

続きまして、４０番の説明を求めます。 

事務局  はい、２頁をお願い致します。 

４０番 土地の所在 

 勝本町布気触 字水口
みずぐち

  ・・・番・ 地目 田 面積 １３０５㎡ 

同じく         ・・・番・ 地目 田 面積  ３６９㎡ 

同じく         ・・・番・ 地目 田 面積  ７３６㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は 田が８３９１㎡、畑が１０４９㎡、計９４４０㎡です。 

申請理由 

譲渡人 島外在住で管理ができないため、譲受人へ贈与する。 

譲受人 譲渡人の要望により受贈し耕作する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況については、水稲及び飼料作物 

    の作付けです。 

農機具は、トラクター、軽トラックを所有されてあります。 

農作業歴は本人が４０年、長男１０年です。 

通作距離については、１．５ｋｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲、飼料を作付る計画でありますので、周辺 

への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。立会いについては、譲受人の都合が悪かったため・・委員さ 

んが前もって状況を本人に確認されました。１０月１９日に・・委員さんとの立 

会いの下、現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 すみません。続きまして・・です。 

１９日に現地確認を致しました。・・さんは、その日がちょうどコロナのワク 
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チン接種のためにできませんでしたので、私と・・さんとで１５日の日曜日に現 

地確認を行いました。先ほどの・・さんのケースと同様で、譲渡人の・さんは、 
市外在住で管理できないため、現在耕作している・・さんに無償で譲渡するとい 
うことでした。現在はお米を作ってありまして、自分ができる限りは米を作って 
いこうという計画でありました。 

何ら問題はないかと思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願いします。 
議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第４３号４０番は決定します。 

続きまして、４１番の説明を求めます。 

事務局  はい、２頁をお願い致します。 

４１番 土地の所在 

 芦辺町湯岳興触 字飯盛  ・・・・番・ 地目 田 面積  ５７３㎡ 

同じく          ・・・・番  地目 田 面積  ７９５㎡ 

同じく          ・・・・番・ 地目 田 面積  ９３６㎡ 

同じく          ・・・・番・ 地目 田 面積   ２３㎡ 

同じく          ・・・・番・ 地目 田 面積 １５２９㎡ 

同じく          ・・・・番・ 地目 田 面積  ３４５㎡ 

芦辺町住吉山信触 字丸田  ・・・番・ 地目 田 面積 １０４９㎡ 

同じく      字大久保 ・・・番・ 地目 田 面積 １３７４㎡ 

同じく           ・・・番・ 地目 田 面積 １３３２㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

 

経営地面積は、田１７００８㎡、畑が３７９９㎡、計２０８０７㎡です。 

申請理由 

譲渡人 後継者に生前贈与をする。 

譲受人 受贈し、耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況については、水稲の作付けです。 

農機具は、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、軽トラックを所有され 

てあります。農作業歴は本人が４５年です。通作距離については２ｋｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲を作付る計画でありますので、周辺への影 

響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。１０月１９日に・・委員さんと譲受人との立会いの下、現地 

確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 



－6－ 
 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんこんにちは。地区担当の・・です。 

事務局の説明の通り、１０月１９日に現地確認を行いました。 

親から子への農地贈与でありますので、何ら問題はないと思います。 
皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第４３号４１番は決定します。 

続きまして、４２番の説明を求めます。 

事務局  はい、３頁をお願い致します。 

４２番 土地の所在 

 芦辺町箱崎大左右触 字立石 ・・・・番・ 地目 畑 面積  ４０１㎡ 

同じく           ・・・・番  地目 畑 面積  ２９７㎡ 

同じく           ・・・・番・ 地目 畑 面積  ９６２㎡ 

同じく           ・・・・番・ 地目 田 面積 １１１１㎡ 

同じく           ・・・・番・ 地目 田 面積  ６７１㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田１７８２㎡、畑が１６６０㎡、計５４３９㎡です。 

申請理由 

譲渡人 後継者に生前贈与をする。 

譲受人 受贈し、耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況については、水稲の作付けです。 

農機具は、トラクター、コンバイン、ハーベスタ、軽トラックを所有されてあ 

ります。農作業歴は本人が４５年です。通作距離については、１０ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲、野菜を作付る計画でありますので、周辺 

への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

ていると考えます。１０月１９日に・・委員さんと譲受人の父親との立会いの下、 

現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。地区担当の・・です。 

事務局の説明の通り、１０月１９日に現地確認を致しました。 

現地は、稲とブロッコリーを作付けしております。 

お父さんから子供さんへの農地贈与でありますので、何ら問題はないと思いま

す。皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 
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議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第４３号４２番は決定します。 

      続きまして、議案第４４号「壱岐農業振興地域整備計画変更（除外）に対する意

見について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局  はい、４頁をお願いします。 

議案第４４号「壱岐農業振興地域整備計画変更（除外）に対する意見について 
」農業振興地域の整備に関する法律第１３条の規定により、次の農業振興地域内 
農用地区域の除外申請について、市から意見を求められたので、審議のうえ意見 
を付して回答をする要がある。 

  ８番 土地の所在、 
芦辺町中野郷東触 字赤岸 ・・・番・の一部 地目 畑 面積９３９㎡内 
４４６㎡ 
除外目的、住宅用地 
申請人 ・・・・・・・・・・ 
申請理由 申請地に住宅を建設したいので、農振農用地からの除外を申請しま 

す、というものです。位置図、写真、配置図は５頁から７頁です。 
１０月１９日に・・委員さんと申請人立ち会いの下、申請者のお兄さんと現地 

確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 
議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議長   はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 担当の・・です。事務局の説明の通り、１０月１９日に現地確認を致しました。 

申請人の重村さんは、現在、島外に住んでありますが、６０歳の還暦を機に、 

故郷である壱岐にＵターンすることにしたそうです。娘さんと一緒に住むため、 

兄所有の申請地を譲り受けて、持ち家を建築したいという事で農用地区域の除外 

申請を行いたいという事であります。 

合併浄化槽も設置される予定で、周辺農地への影響はないと思いますが、皆さ 

    ん方のご審議をよろしくお願いします。 

  議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの

声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第４４号８番は、意見を付 

して進達いたします。続きまして、議案第４５号「令和５年度農用地利用集積計 

画の承認について（第４回）」を議題と致します。事務局の説明を求めます。 

 事務局  はい、８頁をお願いします。 

議案第４５号「令和５年度農用地利用集積計画の承認について」今年度４回目 

になります。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、下記農用 

地利用集積計画の決定について意見を求められております。今回利用権設定の件 

数は８件、借り手が８人、貸し手が８人です。田が１４筆、１６,４２７㎡、畑 

が３筆で４,４５５㎡、合計１７筆で２０,８２２㎡となっております。 

      この件につきましては、地区担当の農業委員・推進委員皆様方の署名・押印を

頂いておりますので、今回、この一連につきましては、ご承認を頂きたいと思っ 
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ております。 

      内容につきましては、９頁に掲載を致しておりましたので、よろしくお願いし

ます。 

議 長  この件につきましては、事務局が申しますように皆さん方のご承認を頂いてお 

りますので、よろしいでしょうか。【はいの声あり】 

それでは、ご異議がないようですので、議案４５号は意見を付して、回答いた 

します。続きまして、追加議案第４６号「農地中間管理事業における農用地利用 

集積計画の決定について」と追加議案第４７号「農地中間管理事業における農用 

地利用集積計画一括方式(農地中間管理機構→耕作者)転貸契約に関する意見につ 

いて」は、関連がありますので、一括上程したいと思います。 

事務局  はい、議案第４６号と議案第４７号は一括して説明させて頂きます。追加議案 

    １頁をお願い致します。 

議案第４６号 「農地中間管理事業における農用地利用集積計画の決定につい 

て」、農業経営基盤強化促進法第１８条第 1項の規定による決定を市長より求めら 

れております。 

２頁から４頁をご覧ください。令和５年１０月農業委員会 農地中間管理事業 

における農用地利用集積計画について（公社借入分）の一覧表のとおりでありま 

す。 

１頁をご覧いただきますと長崎県農地中間管理機構として、農地中間管理事業 

を実施する公益財団法人 長崎県農業振興公社が農地中間管理権を取得する計画 

が、賃貸借権設定の５年間の田の新規が１筆で１，２３６㎡、１０年間の田の新 

規が９筆で１５，２６８㎡、更新も３１筆で４１，２８１㎡、畑の新規も５筆で 

４，２６６㎡、賃貸借権設定の合計が４６筆で６２，０５１㎡であります。また、 

使用貸借権設定の５年間の田の更新が２筆で７，５２１㎡、１０年間の田の新規 

が１筆で７６㎡、更新も７筆で３，５６９㎡、畑の新規が１筆で１，１０１㎡、 

更新も６筆で９，４５９㎡、使用貸借権設定の合計が１７筆で２１，７２６㎡で 

あります。 

  以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしていると考えます。 

続きまして、５頁をお願い致します。議案第４７号 「農地中間管理事業におけ 

る農用地利用集積計画一括方式転貸契約に関する意見について」農地中間管理事 

業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による意見を求められております。 

６頁から８頁の令和５年１０月農業委員会 農地中間管理事業における農用地 

    利用集積計画一括方式転貸契約についての一覧表のとおりでありまして、再度５ 

頁をご覧いただきますと、計画一括方式転貸契約につきましては、農地中間管理 

事業を実施する公益財団法人 長崎県農業振興公社の要請により、市が公社に提 

出するもので、集積計画表は、議案第４６号で説明致しました通りであります。 

この計画一括方式転貸契約につきましては、全て農地中間管理事業の推進に関 

する法律第１８条第４項に掲げる各要件を満たしております。 

なお、議案第４６号の農用地利用集積計画の公告と、議案第４７号の農用地利 
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用集積計画一括方式転貸契約の決定は、同時施行と致します。 

これによりまして、農地中間管理権を得た農地中間管理機構が農用地集積等促 

進計画を定めて、県知事が促進計画を認可し、公告することによりまして、農地 

中間管理機構が受け手に農地を貸し付けるという手続きの流れになります。 

     以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明でございますが、これにつきましては、法に則って行います 

    ので皆様方の意見を求めることになります。何かございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第４６号と議案第４７号は原 

案のとおり決定し、その旨回答します。続きまして、その他の件をお願いします。 

事務局 事務局からのその他の件ですが、 

① １１月の定例会の日程 → 令和５年１１月２７日(月) 午前９時～ 

② 全国農業新聞について 

③ 視察研修について   

議 長  他に皆さん方から何かありましたら。ございませんでしょうか。それでは、皆 

    さん方から意見もないようでございますので、本日の総会の日程を終了させて頂 

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。【はいの声あり】大変お疲れ様でした。 

 

 

 


